
1.契約社員（有期雇用労働者）とは
この冊子の題名である「契約社員」とは、労働契約に期間の定めのある労働者

（有期雇用労働者）のうち、フルタイムで働いている方の一般的な名称です。この
冊子では、「契約社員」「準社員」「嘱託」など呼び名が違っていても、労働契約に
期間の定めのある労働者（有期雇用労働者）を取り扱っています。また、「パート
タイマー」「アルバイト」などと呼ばれているパートタイム（短時間）労働者であっ
ても、労働契約に期間の定めがあれば、基本的にはこの冊子の記述があてはまります。
（この冊子では、有期雇用労働者と短時間労働者に共通してあてはまるルールを説
明する場合には、「パートタイム・有期雇用労働者」と表記します。）

2.契約社員（有期雇用労働者）に関する法律
少子高齢化の進展や就業構造の変化などによって、有期雇用労働者やパートタ

イム労働者の果たす役割が大きくなっています。そこで、有期雇用労働者やパー
トタイム労働者について、適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働
者（いわゆる「正社員」）への転換の推進、職業能力の開発及び向上などに関する
措置を講ずることで、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保を図り、有期雇
用労働者や短時間労働者が能力を発揮することができる環境を整備することが重
要です。
「働き方改革関連法」改正前までは、有期雇用労働者については労働契約法で、
短時間労働者についてはパートタイム労働法（短時間労働者の雇用管理の改善等
に関する法律）でルールが定められていました。有期雇用労働者とパートタイム
労働者のルールが、微妙に異なっていたために、必ずしも分かりやすい制度とはなっ
ていませんでした。
そこで、平成30年に公布された「働き方改革関連法」により、パートタイム労

働法の改正が行われて「パートタイム・有期雇用労働法」（短時間労働者及び有期
雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律）となり、有期雇用労働者とパート
タイム労働者に関するルールの統一が図られるとともに、均衡・均等待遇（いわ
ゆる同一労働同一賃金）の考え方が整備されました。また、この法改正に伴い、
「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管事業主が講ずべき短
時間労働者の雇用管理の改善等に関する指針」の改正と、「短時間・有期雇用労働
者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」（同一労働同一賃
金ガイドライン）が新設されました。
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なお、パートタイム・有期雇用労働法は、令和2年4月1日に施行（中小企業（下
表）については経過措置により、パートタイム・有期雇用労働者に関する均等待
遇規定等の改正部分の適用は令和3年4月1日施行）されました。

3.契約社員にも労働法は適用されます（指針第2の1）
短時間・有期雇用労働者であっても、原則として通常の労働者と同じように労

基法、最低賃金法、労働安全衛生法、労契法、労働者災害補償保険法、均等法な
どの法令が適用されます。
また、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法は、制度

の要件を満たしていれば、パートタイム・有期雇用労働者にも適用されます。

4.「業務請負契約」や「業務委託契約」に注意
労働関連の法令は、「労働者」に適用されます。「労働者」とは、①使用者に使

用される者で、②賃金を支払われる者をいいます（労働基準法9条、労働契約法2
条1項）。
「業務請負契約」や「業務委託契約」という名称の契約で働いている場合には、

「労働者」に当たらない場合があり、労働関連法規が適用されない可能性がありま
す。請負契約や委任・準委任契約の当事者については、最低賃金法や労働基準法
などによる労働条件の最低基準が適用されず、労災保険、雇用保険、社会保険も
加入対象外となります。
ただし、「労働者」かどうかは、契約の名称ではなく、実態で判断されます。こ

の判断においては、業務遂行に関する具体的指揮監督を受けているか、仕事の諾
否の自由、勤務時間や勤務場所の拘束性、他の者に業務を代替することを依頼で
きるか、報酬が一定時間働いたことへの対価として決められているか、機械器具
や材料はだれが負担するのか、他社に従事することがあるのかなどが、重要な点
といえます。
多様な働き方が広まる中で、「労働者」かどうかは判断が困難なケースもでてき

ます。トラブルが生じた場合には、東京都労働相談情報センターなど、行政機関

①資本金の額または出資の総額が
　小���売���業� 5,000万円以下
　サービス業� 5,000万円以下
　卸　売　業� 1億円以下
　上�記�以�外� 3億円以下

※中小企業の範囲
②常時使用する労働者数が
　小���売���業� 50人以下
　サービス業� 100人以下
　卸　売　業� 100人以下
　上�記�以�外� 300人以下

または
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への相談をお勧めします。
�
国は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラ

イン」を策定し令和3年3月に公表しました。フリーランスについては、多様
な働き方の拡大、ギグ・エコノミー（インターネットを通じて短期・単発の
仕事を請け負い、個人で働く就業形態）の拡大による高齢者雇用の拡大、健
康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待
されています。ガイドラインでは、事業者とフリーランスとの取引について、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止
法、労働関係法令の適用関係を明らかにしています。
そして、令和5年4月には、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関す

る法律」（フリーランス・事業者間取引適正化等法）が成立し、個人で働くフリー
ランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の
明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策
のための体制整備等が義務付けられることとなります。なお、法の取引の適
正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境
の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。

厚生労働省HPフリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業
務を委託する事業者の方等へより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_
roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
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